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(57)【要約】
【課題】色味強化作用の向上した飼料用カロテノイド含
有粉末およびその製造方法を提供する。
【解決手段】伝導受熱式乾燥工程および粉砕工程を有す
るカロテノイド含有乾燥菌体粉末の製造方法を提供する
。またこの方法により製造された乾燥菌体粉末を提供す
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カロテノイドを産生する微生物の菌体を、１００℃を超える温度の伝熱部と接触させて
伝熱受熱乾燥する工程を含む、カロテノイド含有乾燥菌体粉末の製造方法。
【請求項２】
　カロテノイド産生微生物がパラコッカス（Paracoccus）属細菌である、請求項１に記載
の製造方法。
【請求項３】
　乾燥させた菌体粉末をさらに粉砕して微粉化する工程を含む、請求項１または２に記載
の製造方法。
【請求項４】
　粉砕工程により乾燥菌体粉末の体積粒子径D50を20μｍ以下に微粉化する、請求項３に
記載の製造方法。
【請求項５】
　伝熱部の温度が１２０℃以上である、請求項１～４のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項６】
　乾燥がドラム乾燥機による乾燥、真空箱形乾燥機による乾燥、多円筒乾燥機による乾燥
、溝型乾燥機による乾燥、棚段式乾燥機による乾燥、またはホットプレート乾燥機による
乾燥である、請求項１～５のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項７】
　カロテノイドがアスタキサンチンである、請求項１～６のいずれか１項に記載の製造方
法。
【請求項８】
　製造される粉末が、家禽の飼料に添加するためのものである、請求項１～７のいずれか
１項に記載の製造方法。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の方法により製造された乾燥菌体粉末を、家禽飼料
に添加する工程を含む、家禽飼料の製造方法。
【請求項１０】
　体積粒子径D50が７～１２μｍであり、かつ以下の手順
i) 濃度1mg（乾燥菌体重量）/mL（EtOH）のサンプル液を用意する、
ii) サンプルを振とうさせる（25℃、300rpm）、
iii) 振とう開始後３分または８分に上澄みを分取し、0.45nmフィルターにより、ろ過す
る、および
iv) サンプルに等容積のエタノールを添加し、480nmでの吸光度を測定する、
を用いてエタノール抽出を行ったときのアスタキサンチン抽出速度が、３分あたり１．１
または８分あたり１．９の吸光度（A480nm）となる抽出速度である、体積粒子径D50が20
μｍ以下に微粉化されたアスタキサンチン含有乾燥パラコッカス菌体粉末。
【請求項１１】
　体積粒子径D50が７～１２μｍのときにエタノール抽出により抽出されるアスタキサン
チンの拡散係数Dの25℃と35℃との温度変化比が0.807±0.05である、アスタキサンチン含
有乾燥パラコッカス菌体粉末。
【請求項１２】
　粉砕工程により微粉化された乾燥菌体粉末の体積粒子径D50が20μｍ以下である、カロ
テノイド含有乾燥菌体粉末。
【請求項１３】
　カロテノイドがアスタキサンチンである、請求項１２に記載のカロテノイド含有乾燥菌
体粉末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、カロテノイドを含有する乾燥菌体粉末およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　カロテノイド化合物は飼料に添加することで魚肉の赤味強化や鶏卵の卵黄の色味強化に
利用されてきた。カロテノイドの一種であるアスタキサンチンは家禽類の卵黄や養殖魚介
類等の色味強化に利用されている。アスタキサンチンを含む飼料を用いると、これが生体
に吸収され、鶏卵や魚肉の色味が強化される。アスタキサンチンの製造方法としては甲殻
類からの抽出法、ファフィア酵母を培養する方法、緑藻を培養する方法、有機合成する方
法等がある。パラコッカスはアスタキサンチン産生能が高く、その乾燥菌体はサーモンの
飼料に利用されている（非特許文献１）。
【０００３】
　特許文献１は保存安定性に優れたカロテノイド色素含有組成物とその製造方法を記載し
ている。
　特許文献２はブレバンディモナス属微生物を用いたアスタキサンチンの製造方法を記載
している。
　特許文献３はファフィア酵母を用いた飼料用酵母の製造方法を記載している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１０１７２１
【特許文献２】特開２００６－３４０６７６
【特許文献３】特開平８－１８２
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】生物工学、２０１０年、第８８巻、第９号、pp. 492-493
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、色味強化作用の向上した飼料用カロテノイド類含有粉末およびその製造方法
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために鋭意研究を行った結果、本発明者は、カロテノイド産生微生
物をスプレードライした場合よりもドラムドライした場合に得られる乾燥菌体粉末の方が
飼料に添加した場合に色味強化作用が向上することを見出し、本発明を完成させた。
【０００８】
　すなわち、本発明は以下を包含する。
[１]　カロテノイドを産生する微生物の菌体を、１００℃を超える温度の伝熱部と接触さ
せて伝熱受熱乾燥する工程を含む、カロテノイド含有乾燥菌体粉末の製造方法。　 
[２]　カロテノイド産生微生物がパラコッカス（Paracoccus）属細菌である、１に記載の
製造方法。 　
[３]　乾燥させた菌体粉末をさらに粉砕して微粉化する工程を含む、１または２に記載の
製造方法。　 
[４]　粉砕工程により乾燥菌体粉末の体積粒子径D50を20μｍ以下に微粉化する、３に記
載の製造方法。 　
[５]　伝熱部の温度が１２０℃以上である、１～４のいずれかに記載の製造方法。　 
[６]　乾燥がドラム乾燥機による乾燥、真空箱形乾燥機による乾燥、多円筒乾燥機による
乾燥、溝型乾燥機による乾燥、棚段式乾燥機による乾燥、またはホットプレート乾燥機に
よる乾燥である、１～５のいずれかに記載の製造方法。 　
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[７]　カロテノイドがアスタキサンチンである、１～６のいずれかに記載の製造方法。
[８]　製造される粉末が、家禽の飼料に添加するためのものである、１～７のいずれかに
記載の製造方法。 　
[９]　１～８のいずれかに記載の方法により製造された乾燥菌体粉末を、家禽飼料に添加
する工程を含む、家禽飼料の製造方法。　 
【０００９】
[１０]　体積粒子径D50が７～１２μｍであり、かつ以下の手順
i) 濃度1mg（乾燥菌体重量）/mL（EtOH）のサンプル液を用意する、
ii) サンプルを振とうさせる（25℃、300rpm）、
iii) 振とう開始後3分または８分に上澄みを分取し、0.45nmフィルターにより、ろ過する
、および
iv) サンプルに等容積のエタノールを添加し、480nmでの吸光度を測定する、
を用いてエタノール抽出を行ったときのアスタキサンチン抽出速度が、３分あたり１．１
または８分あたり１．９の吸光度（A480nm）となる抽出速度である、体積粒子径D50が20
μｍ以下に微粉化されたアスタキサンチン含有乾燥パラコッカス菌体粉末。
[１１]　体積粒子径D50が７～１２μｍのときにエタノール抽出により抽出されるアスタ
キサンチンの拡散係数Dの25℃と35℃との温度変化比が0.807±0.05である、アスタキサン
チン含有乾燥パラコッカス菌体粉末。
[１２]　粉砕工程により微粉化された乾燥菌体粉末の体積粒子径D50が20μｍ以下である
、カロテノイド含有乾燥菌体粉末。
[１３]　カロテノイドがアスタキサンチンである、１２に記載のカロテノイド含有乾燥菌
体粉末。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、色味強化作用の向上した乾燥菌体粉末を製造することができる。この
粉末を飼料に添加すると、従来のスプレードライにより製造されたカロテノイド含有乾燥
菌体粉末添加飼料と比較して、鶏卵の卵黄の色味がより顕著に強化される。また、本発明
によれば、従来のスプレードライにより製造されたカロテノイド含有乾燥菌体粉末を添加
した飼料と比較して、少ない飼料でも同程度に色味の強化された卵黄が得られるため、製
造コストを低減できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】鶏卵色上げ効果性を比較した図である。
【図２】エタノール抽出実験結果の図である。
【図３】(1-E)vs. t方対数プロット（ドラムドライ品）の図である。
【図４】(1-E)vs. t方対数プロット（スプレードライ品）の図である。
【図５】(1-E)vs. t方対数プロット（造粒型スプレードライ品）の図である。
【図６】鶏卵色上げ効果性の乾燥菌体粒度依存性を比較した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明をさらに詳述する。本発明の範囲はこれらの説明に限定されず、以下の例
示以外の態様についても、本発明の趣旨を損なわない範囲で適宜変法を実施することがで
きる。
【００１３】
　本発明は色味強化作用の向上した、カロテノイド産生微生物の乾燥菌体粉末に関する。
この乾燥菌体粉末はカロテノイドを産生する微生物の菌体を、１００℃を超える温度の伝
熱部と接触させて加熱乾燥することにより製造できる。したがって本発明はカロテノイド
を産生する微生物の菌体を、１００℃を超える温度の伝熱部と接触させて加熱乾燥する工
程を含む、カロテノイド含有乾燥菌体粉末の製造方法を提供する。
【００１４】
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　本発明に用いることができる微生物としては、カロテノイドを生産する微生物であれば
なんら限定されないが、パラコッカス(Paracoccus)属細菌、スフィンゴモナス(Sphingomo
nas)属細菌、ブレブンディモナス(Brevundimonas)属細菌、エリスロバクター(Erythrobac
ter)属細菌、ヘマトコッカス属藻類、ファフィア属酵母等を用いることができる。パラコ
ッカス属細菌としては、例えばParacoccus carotinifaciens、Paracoccus marcusii、Par
acoccus haeundaensis、Paracoccus zeaxanthinifaciens、Paracoccus denitrificans、P
aracoccus aminovorans、Paracoccus aminophilus、Paracoccus kourii、Paracoccus hal
odenitrificansおよびParacoccus alcaliphilusが挙げられる。ヘマトコッカス属藻類と
しては、例えばHaematococcus pluvialis、Haematococcus lacustris、Haematococcus ca
pensis、Haematococcus droebakensisおよびHaematococcus zimbabwiensisなどが挙げら
れる。ファフィア属酵母としては、Phaffia rhodozymaが挙げられる。ただし、本発明に
用いられるカロテノイド産生微生物は、これに限定されない。
【００１５】
　ある実施形態においてカロテノイドを産生する微生物としてParacoccus carotinifacie
nsを用いることができる。Paracoccus carotinifaciensの株としてはParacoccus carotin
ifaciens E-396株（FERM BP-4283）が挙げられる。
【００１６】
　これらのカロテノイド産生微生物の変異株も本発明に用いることができる。すなわち本
発明において、カロテノイド産生能の改変された変異株も使用可能である。変異株として
は、アスタキサンチン産生能の高い菌株（特開2001-95500）、カンタキサンチンを選択的
に多く産生する菌株（特開2003-304875）、ゼアキサンチンおよびβ－クリプトキサンチ
ンを選択的に多く産生する菌株（特開2005-87097）、リコペンを選択的に産生する菌株（
特開2005-87100）などが挙げられるがこれに限らない。
【００１７】
　カロテノイドの産生能が改変された変異株は、例えば変異処理とスクリーニングにより
取得できる。変異処理方法としてはN-メチル-N'-ニトロ-N-ニトロソグアニジンやエチル
メタンスルホネートなどの変異原性物質による化学的方法、紫外線およびX線照射などの
物理的方法、遺伝子組換えやトランスポゾンによる生物学的方法等が挙げられるがこれに
限らない。
【００１８】
　変異株のスクリーニング方法は、例えば寒天培地上のコロニーの色調で目的の変異株を
選択する方法の他、試験管、フラスコ、発酵槽などで変異株を培養し、吸光度、高速液体
クロマトグラフィー（HPLC)、薄層クロマトグラフィー（TLC）などを利用したカロテノイ
ド色素分析により目的の変異株を選択する方法などが挙げられる。変異と選択は１回また
は複数回行ってもよい。
【００１９】
　本発明のカロテノイド産生微生物が産生するカロテノイドとしては、例えばアスタキサ
ンチン、β-カロテン、リコペン、ゼアキサンチン、β-クリプトキサンチン、カンタキサ
ンチン、フェニコキサンチン、アドニキサンチン、エキネノン、アステロイデノン、3-ヒ
ドロキシエキネノン等が挙げられる。
【００２０】
　カロテノイド産生微生物を培養する方法としては、カロテノイドを産生する条件であれ
ばいかなる方法でもよいが、例えば、下記のような方法が挙げられる。即ち、培地として
は、例えば産生菌が生育に必要な炭素源、窒素源、無機塩および場合により特殊な要求栄
養物質(例えば、ビタミン、アミノ酸、核酸等)を含むものを使用する。
【００２１】
　炭素源としては、グルコース、シュークロース、フルクトース、トレハロース、マンノ
ース、マンニトール、マルトース等の糖類；酢酸、フマル酸、クエン酸、プロピオン酸、
リンゴ酸、マロン酸等の有機酸；エタノール、プロパノール、ブタノール、ペンタノール
、ヘキサノール、イソブタノール等のアルコール類、およびこれらの組合せが挙げられる
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。添加割合は、炭素源の種類によるが、一般に培地1L当たり1～100g、例えば2～50gとす
ることができる。
【００２２】
　窒素源としては、硝酸カリウム、硝酸アンモニウム、塩化アンモニウム、硫酸アンモニ
ウム、リン酸アンモニウム、アンモニア、尿素、およびこれらの組合せが挙げられる。添
加割合は、窒素源の種類によるが、一般に、培地1Lに対し0.1～20g、例えば1～10gとする
ことができる。
【００２３】
　無機塩としては、リン酸二水素カリウム、リン酸水素二カリウム、リン酸水素二ナトリ
ウム、硫酸マグネシウム、塩化マグネシウム、硫酸鉄、塩化鉄、硫酸マンガン、塩化マン
ガン、硫酸亜鉛、塩化亜鉛、硫酸銅、塩化カルシウム、炭酸カルシウム、炭酸ナトリウム
、およびこれらの組合せ等が挙げられる。添加割合は、無機塩の種類によるが、一般に、
培地1Lに対し0.1mg～10gとすることができる。
【００２４】
　特殊な要求物質としては、ビタミン類、核酸類、酵母エキス、ペプトン、肉エキス、麦
芽エキス、コーンスティープリカー、乾燥酵母、大豆粕、大豆油、オリーブ油、トウモロ
コシ油、アマニ油、およびこれらの組合せが挙げられる。添加割合は、特殊な要求物質の
種類によるが、一般に、培地1Lに対し0.01mg～100gとすることができる。
【００２５】
　培地のpHは、例えばpH2～12、例えばpH6～9に調整する。
　培養は、例えば10～70℃、例えば20～35℃の温度にて、通常、1日～20日間、例えば2～
9日間、振とう培養または通気撹拌培養により行うことができる。このような条件下でカ
ロテノイド産生微生物を培養する。培養すると微生物は、菌体内外にカロテノイドを著量
産生する。
【００２６】
　以上の培養方法により得られた培養液は適宜濃縮することができる。濃縮方法としては
、膜濃縮、遠心分離法等が挙げられる。
【００２７】
　次に、培地成分を除去する。遠心分離の際には、濃縮を行ったのであれば濃縮液に加水
し、培地成分を除去する。膜分離を用いる場合、ダイアフィルトレーションを行い、培地
成分を除去する。加水量は、濃縮液の色素含有量等の状態によるが、例えば1～5倍程度と
することができる。
【００２８】
　さらに、培養物または濃縮物から乾燥菌体粉末を得るために乾燥を行う。すなわち本発
明では、培養物または菌体スラリーとして得られるカロテノイド含有菌体を乾燥させて粉
末とする。乾燥の方式としては大きく分けて熱風受熱と伝導受熱とがある。熱風受熱乾燥
機は目的物に熱風を当てて乾燥を行う。伝熱受熱乾燥機は加熱された伝熱部（プレート）
からの伝熱により目的物に熱を加え乾燥を行う。
【００２９】
　熱風受熱方式の乾燥機としては、トンネル乾燥機、衝突噴流乾燥機、バンド乾燥機、回
転型乾燥機、流動層乾燥機、噴霧乾燥機、気流乾燥機等が挙げられる。噴霧乾燥機はスプ
レードライヤーともいい、液体やスラリーを熱風中に噴霧し、微粒子状製品を得る。液体
またはスラリーに熱風を当てると水等の媒体が蒸発し、乾燥した粒子や粉体が得られる。
アトマイザー（噴霧機）により生じる滴は、加熱された空気からの熱量供給により乾燥さ
れることとなる。一般に乾燥用の気体は高温であるが、乾燥させる液体またはスラリーの
媒体が水であると、噴霧され球状となった液体の表面温度は水の脱離期間中では水の蒸発
温度である１００℃を超えることがなく、加熱された空気からの熱量の供給速度はそれほ
ど高くできないと考えられる。スプレードライでは滴の表面から乾燥するため、目的物表
面の孔は縮小し、表面硬化がもたらされることがある。
【００３０】



(7) JP 2016-10383 A 2016.1.21

10

20

30

40

50

　伝導受熱乾燥機としては、真空箱形乾燥機、ドラムドライヤー（ドラム式乾燥機、ドラ
ム乾燥機ともいう）、多円筒乾燥機、溝型乾燥機、棚段式乾燥機、ホットプレート乾燥機
などが挙げられる。伝導受熱乾燥機は目的物を加熱された伝熱部と接触させるため、伝熱
部の温度が１００℃を超える場合は、伝熱効率が高いため非常に高い熱量が供給され水の
脱離速度は早くなることが想定される。目的物を伝熱部と接触させるには、目的物を伝熱
部に適用、塗布、滴下等すればよい。伝熱部の材料は、金属であってもよく、熱振動によ
り加熱させるアクリル樹脂のような非金属性の材料であってもよい。伝熱部は十分な伝熱
面積があればよく、平面、湾曲面、シリンダーの側面などの適当な形状のプレートとする
ことができる。伝熱部に接触させて乾燥させた目的物はシート状（膜状）となっており、
場合によりヘラ等で掻き取ることができる。
【００３１】
　伝熱部と乾燥させる目的物とを接触させる時間は通常数分以下、例えば5分以下、4分以
下、3分以下、2分以下、例えば60秒以下とすることができるがこれに限定されない。材料
の加熱は常圧で行ってもよく、加圧下、減圧下または真空下で行ってもよい。伝熱部の温
度は１００℃より高い。ある実施形態において、伝熱部の温度は１１０℃、１２０℃、１
３０℃、または１４０℃より高い。ある実施形態において伝熱部の温度は２２０℃以下、
２１０℃以下、２００℃以下、１９０℃以下、１８０℃以下、１７０℃以下、１６０℃以
下、または１５０℃以下である。ある実施形態において、伝熱部の温度は１４０～１６０
℃、例えば１４０～１５０℃である。
【００３２】
　ドラムドライヤーを用いる場合は、液状またはペースト状の目的物を加熱されたドラム
の表面に塗布し、ドラムを回転させながら目的物を乾燥させる。ドラムドライヤーの種類
としてはダブルドラム型とシングルドラム型が挙げられる。ダブルドラム型としては内回
し式、外回し式、真空式がある。シングルドラム型としてはトップフィード型、ディップ
フィード型、スプラッシュフィード型がある。いずれの種類を用いても、得られる乾燥物
はフレークもしくはシート状となる。
【００３３】
　ドラムドライヤーは、乾燥物が得られればどのような条件で運転してもよい。例えばド
ラム回転速度は1～5rpm、2～5rpm、2～4rpm、2～3rpmとすることができるがこれに限定さ
れない。接触時間や伝熱部温度は上記のとおりである。
【００３４】
　ドラム乾燥等の伝熱受熱乾燥によりフレークもしくはシート状となった乾燥物は、乾燥
後にハンマーミルなどの解砕工程により粉にすることができる。本明細書では便宜上これ
を解砕物ということがある。次いで、乾燥物またはその解砕物をジェットミル工程により
さらに細かく破砕することができる。本明細書では便宜上これを破砕物または微粉化物と
いうことがある。解砕物も破砕物も、シート状の乾燥物を細かくしたものであることから
、平面状の形態を残したまま細かくなる。本明細書において乾燥菌体粉末というとき、こ
れは伝熱受熱乾燥させた菌体粉末のみならず、その微粉化物も含むことがある。
【００３５】
　ある実施形態において、本発明の伝熱受熱により乾燥させた、例えばドラム乾燥させた
乾燥菌体粉末は、ジェットミル破砕により微粉化することができる。破砕工程により粉末
の粒径を例えば1μm～30μm、1μm～20μm、5μm～20μm、例えば7μm～20μmとすること
ができる。本明細書で粒径というとき、これは粒子を球体とみたときのその直径をいう。
また本明細書で平均粒径というとき、これは体積粒子径D50をいう。体積粒子径D50とはメ
ジアン径ともいい、粒子径分布を測定したときの累積値が50%となる粒子径をいう。粒子
の粒径は公知の手法、例えばレーザー回折散乱法により測定することができる。
【００３６】
　本発明に係る乾燥菌体粉末またはその微粉化物は、養家禽飼料に添加することができる
。家禽としては、鶏、鶉、七面鳥、ホロホロ鳥、鳩、アヒル、ガチョウ等が挙げられ、特
に鶏が好ましい。例えば、Paracoccus属細菌の乾燥菌体1g中には２.１mg～２．５mg程度
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のアスタキサンチンが含まれている。従って、本発明の乾燥菌体を飼料に使用することで
、給餌した家禽から得られる卵の卵黄中のカロテノイド濃度、特にアスタキサンチン濃度
が増大し色味が強化される。
【００３７】
　ある実施形態において本発明は、カロテノイド産生微生物の乾燥菌体粉末を添加する工
程を含む養家禽飼料の製造方法を提供する。この飼料を家禽に給餌し、家禽を生育させ、
採卵することで色味の強化された卵黄を有する卵が得られる。カロテノイド産生微生物中
のアスタキサンチンを養家禽飼料100g当たり0.1mg以上、0.4mg以上、0.8mg以上、1mg以上
、例えば0.4～50mg、例えば0.4～20mg添加できるように、カロテノイド産生微生物の乾燥
菌体粉末を養家禽飼料に添加する。上記乾燥菌体粉末は例えば養家禽に使用される飼料に
混合することができる。養家禽飼料における乾燥菌体粉末の量は、当該乾燥菌体に含まれ
るアスタキサンチンの含量によるが、例えば重量で好ましくは0.01％以上、0.05％以上、
例えば0.01％～5％とすることができる。
【００３８】
　本発明の乾燥菌体粉末は家禽飼料に混合して給餌しうるが、ビタミン類等と共にプレミ
ックス中に事前に混合して給餌してもよい。
【００３９】
　卵黄の色味には種々のカロテノイド化合物が寄与するが、一部の実施形態では、カロテ
ノイドを代表するものとしてアスタキサンチンに着目して本発明を説明した。しかしなが
ら、本発明の色味強化作用はアスタキサンチンによるものに限定されず、カロテノイド産
生微生物、例えばパラコッカス菌体中に含まれるアスタキサンチンの代謝産物やアスタキ
サンチンの前駆物質などを含むあらゆるカロテノイド化合物の寄与の総和によるものであ
る。
【００４０】
　本発明の乾燥菌体粉末を含んだ飼料を給餌した家禽は、カロテノイドの富化された卵を
生産する。本方法によれば、例えば卵黄100gあたり0.1mg以上、0.2mg以上、0.3mg以上、
例えば0.2mg～10mg、0.2mg～5mgで卵黄中にアスタキサンチンを含有する色味強化された
家禽卵を得ることができる。
【００４１】
　本発明の乾燥菌体粉末は、スプレードライのような熱風受熱式乾燥機構ではなく、ドラ
ムドライのような伝熱受熱乾燥機構により乾燥させたものである。本明細書において、ス
プレードライを用いて得られた乾燥菌体粉末のことをスプレードライ品ということがある
。またドラムドライを用いて得られた乾燥菌体粉末のことをドラムドライ品ということが
ある。さらに、ドラムドライ品をジェットミルで破砕したものをドラムドライ微粉砕品と
いうことがある。乾燥方式の違いを反映して、本発明に係る伝熱受熱により乾燥させた乾
燥菌体粉末はスプレードライ品と形状が顕著に異なるのみならず、物性も異なる。
【００４２】
　本発明のドラムドライ品および微粉砕品は形状がシート状であることおよび１００℃を
超える高温で乾燥させることから、得られる粉末に含有されるアスタキサンチンが外部に
拡散しやすく、生体に吸収されやすいと考えられる。これに対してスプレードライ品は形
状が主として球状であり、短時間で急激に乾燥されることから表面の孔が急速に縮小し表
面硬化が生じていると考えられる。それゆえ、従来のスプレードライ品はこの構造がアス
タキサンチン拡散の障壁となって、含有アスタキサンチンが相対的に生体に吸収されにく
いと考えられる。
【００４３】
　この違いは例えば、本発明に係る伝熱受熱により乾燥させた乾燥菌体粉末、例えばドラ
ムドライ品に含まれるアスタキサンチンを溶媒抽出（例えばエタノール抽出）することに
より評価できる。また、本発明の伝熱受熱により乾燥させた乾燥菌体粉末、ドラムドライ
品や微粉砕品をエタノール抽出に供したときのアスタキサンチン抽出速度を、スプレード
ライ品のアスタキサンチン抽出速度と比較することができる。溶媒抽出速度は温度に依存
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することが知られているが、温度依存関係から乾燥物内からカロテノイド類が拡散放出さ
れる際の経路の途中に特別な障壁があるものであるか、ないものであるか、を決定するこ
とができる。
【００４４】
　以下に本発明のアスタキサンチン含有乾燥パラコッカス菌体粉末の、エタノール抽出に
よるアスタキサンチン拡散係数Dの２５℃と３５℃との温度変化比（b25／b35）について
説明する。
【００４５】
　乾燥菌体粉末からエタノールを用いてアスタキサンチンを抽出するときの抽出率をＥ＝
Ｃ／Ｃｅとする。式中、Ｃは外液（エタノール）中の抽出物アスタキサンチン濃度（A480
）であり、Ｃｅは平衡濃度である。
【００４６】
　表面濃度一定の拡散脱着過程は拡散一定の場合、以下の級数式で表される。
【数１】

　式中、Dは抽出物の固体内拡散係数、Rは抽出物の半径である。固相内部の濃度をCSとし
、その平均濃度を
【数２】

とし、初期濃度（＝全抽出濃度）をＣＳ０とする。外部媒体が十分大きく、最終平衡濃度
Ｃｅが低いときは表面濃度一定の仮定は十分満足される。（１－Ｅ）を無次元時間tD/R2
に対して片対数プロットすると（１－Ｅ）＜０．８では直線となる。これは式(1)の級数
項において第一項のみが支配的となり、式(2)となるためである。
【００４７】
【数３】

【００４８】
　したがって（１－Ｅ） vs tの片対数プロットの傾きから、拡散係数Dを決定することが
できる。本明細書では便宜上、（１－Ｅ） vs tの片対数プロットの傾きをｂとし、２５
℃におけるｂをb25と表し、３５℃におけるｂをb35と表す。
【００４９】
　本明細書では、上記傾きｂが総括物質移動係数ＫＳ＝Ｄ／Ｒ２に対応すると考えて解析
を行う。ＫＳは拡散係数Ｄに比例するので、温度が変化しても、拡散支配機構ならば拡散
係数の温度依存性のみでＫＳが推定できると考えられる。
【００５０】
　溶液中の拡散係数Ｄは絶対温度Ｔに対して以下の関係が成立する。
Ｄη／Ｔ＝一定
[式中、ηは溶液（希薄溶液では溶媒）の粘度である]
　理想的な条件下ではη＝０．９１４ｍＰａ・ｓ（３５℃、３０８Ｋ）であり、η＝１．
０９６ｍＰａ・ｓ（２５℃、２９８Ｋ）であるので、Ｄη／Ｔ＝一定の関係から導かれる
b25／b35の計算値は（０．９１４／３０８）／（１．０９６／２９８）＝０．８０７とな
る。
【００５１】
　すなわち、本明細書において、エタノール抽出によるアスタキサンチン拡散係数Dの２
５℃と３５℃との温度変化比（b25／b35）とは、
抽出率Ｅ＝Ｃ／Ｃｅ
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[式中、Ｃはエタノール中のアスタキサンチン抽出物濃度、Ｃｅは平衡濃度を表す]
としたときの（１－Ｅ）と時間tとの片対数プロットの傾きをｂとし、
b25はエタノール抽出を２５℃で行った場合におけるｂを表し、
b35はエタノール抽出を３５℃で行った場合におけるｂを表す場合に、
Ｄη／Ｔ＝一定
[式中、Ｄは拡散係数、ηは溶液の粘度、Ｔは絶対温度である]
の関係から導かれる比をいう。ある測定試料についてb25／b35が０．８０７に近い値とな
るのは、抽出の拡散係数に特別な障壁（抵抗）がない場合である。
【００５２】
　ある実施形態において、本発明のアスタキサンチン含有乾燥パラコッカス菌体粉末は、
体積粒子径D50が７～１２μｍのときにエタノール抽出により抽出されるアスタキサンチ
ンの拡散係数Dの２５℃と３５℃との温度変化比（b25／b35）が0.807±0.05、例えば0.80
7±0.04、例えば0.807±0.03、例えば0.807±0.02、例えば0.807±0.01、例えば0.807±0
.005、例えば0.807±0.004、例えば0.807±0.003、例えば0.807±0.002、例えば0.805～0
.809、例えば0.807～0.809である。
【００５３】
　次に本発明を、実施例を参照することにより説明する。本発明の技術的範囲は、以下の
実施例によって限定されない。
【実施例】
【００５４】
　カロテノイド類の定量は、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)を用いて以下のように行
った。
【００５５】
　カラムはInertsil SIL-100A, 5μm(φ4.6×250mm)(GLサイエンス製)を2本連結して使用
した。溶出は、移動相であるn-ヘキサン/テトラヒドロフラン/メタノール混合液(40:20:1
)を室温付近一定の温度にて毎分1.0mL流すことで行った。測定においては、サンプルをテ
トラヒドロフランで溶解し、移動相にて適当に希釈した液20μLを注入量とし、カラム溶
離液の検出は波長470nmで行った。また、定量のための標準品としては、シグマ社製アス
タキサンチン(Cat.No.A9335)を用いた。アスタキサンチン標準品の定量は、分光光度計に
よる吸光度（477nm）とHPLC（470nm）による面積割合（純度）から算出した。標準液の47
7nmの吸光度(A)および上記条件でHPLC分析を行ったときのアスタキサンチンピークの面積
百分率％(B)を測定した後に、以下の式を用いて濃度の計算を行った。
【００５６】
【数４】

【００５７】
　なおn-ヘキサン/テトラヒドロフラン/メタノール混合液(40:20:1)におけるアスタキサ
ンチンの比吸光係数は次のとおりである。
【００５８】
【数５】

【００５９】
　実施例における平均粒径（体積粒子径D50）の測定は、光散乱式の粒径分布測定装置（
株式会社セイシン企業製のLMS-2000e）を用いて行った。
【００６０】
実施例１　鶏卵色揚げ（乾燥方法による違い）
　カロテノイド類を産生するパラコッカス菌体として、Paracoccus carotinifaciens E-3
96株（FERM BP-4283）からのニトロソグアニジン変異株を使用した。これをシード用フラ
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スコ培地でまず培養し、次いで本培養用培地で、菌体濃度が最大になるまで、28℃で好気
条件で培養した。次いでこれを遠心分離機で集菌し、回収した。
【００６１】
　スプレードライは、一般に、生じる乾燥粉末が微小な粒子となる。一方でドラムドライ
は生じる乾燥粉末が比較的大きい。よってスプレードライ品とドラムドライ品とを比較す
るために、ここでは造粒型スプレードライ品を用いた。造粒型スプレードライ品は、回収
したパラコッカス菌体をそのまま造粒型スプレードライヤーで乾燥して製造した。造粒型
スプレードライ品の平均粒径（体積粒子径D50）は385μmである。
【００６２】
　ドラムドライ品は、回収したパラコッカス菌体を直接ダブルドラムドライヤーで乾燥し
て製造した。運転条件はドラム回転数3.5rpm、ドラム温度140℃、というものであった。
ドラムドライ品の平均粒径（体積粒子径D50）はおよそ100～125μmである。
【００６３】
　ドラムドライ品を、さらにジェットミル（株式会社セイシン企業社製）を用いて平均粒
径(D50)が9μmとなるように微粉化（粉砕）した。これをドラムドライ微粉砕品とした。
【００６４】
　中部飼料株式会社製の基礎飼料（レイヤーＳ７）に各乾燥菌体を添加し、飼料中アスタ
キサンチン濃度が約0.8mg/100gになるように飼料を調製した。
【００６５】
　産卵鶏3羽ずつ3区に分け、造粒型スプレードライ品添加区、ドラムドライ品添加区、ド
ラムドライ微粉砕品（平均粒径D50 9μm）添加区として4週間飼育した。給餌量は100g／1
日とした。
【００６６】
　給餌4週間後、各試験区から採卵し、得られた鶏卵の卵黄中のアスタキサンチン量を高
速液体クロマトグラフィーにより測定した。
【００６７】
　結果を図１にまとめた。図１は飼料中アスタキサンチン濃度約8ppmのときの、鶏卵卵黄
の増加したアスタキサンチン量を示す。造粒型スプレードライ品よりも、ドラムドライヤ
ー乾燥品およびドラムドライ乾燥粉砕品の方が、卵黄中へのアスタキサンチン移行量が多
かった。
【００６８】
実施例２　エタノール抽出による乾燥菌体物性の把握
（実験方法）
試料
A　微粉砕品（ドラムドライ微粉砕品）
B　ドラムドライ品
C　スプレードライ品
D　造粒型スプレードライ品
　A～Dは、実施例１の方法と同様に製造した。Aのドラムドライ微粉砕品の体積粒子径D50
は９μｍである。Bのドラムドライ品の体積粒子径D50は125μｍである。
【００６９】
抽出溶媒
エタノール（99.5%）　C2H5OH（分子量46.07）　和光純薬（カタログ番号052-03343）
　短時間の抽出挙動をマイクロプレートを用いた実験により解析した。
【００７０】
手順
i) 濃度1mg（乾燥菌体重量）/mL（EtOH）の各A～Dサンプル液を2mL作製した（24ウェルプ
レート上、プレートはマルチウェルセルカルチャープレート　353047（ファルコン）を使
用）。
ii) 振とうインキュベータ（S1-300C）を用いてプレートごとに振とうさせた（25℃、300
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rpm）。
iii) 振とう開始から3分後から分取を開始して、そこから５分ごとに上澄みを採取し、0.
45nmフィルターにより、ろ過した。
iv) サンプルにエタノールを添加して2倍希釈し（サンプル0.1mL＋100%EtOH 0.1mL）、各
サンプルの吸光度を測定した（１ウェルの最終容量は0.2mLとなる）。なお24ウェルプレ
ートでサンプル容量を0.2mlと固定すると、液滴部分がレンズ状になり、その厚みが測定
される光路長に匹敵する。
【００７１】
　結果を図２に示す。18分までの抽出速度は、A微粉砕品＞Bドラムドライ品＞Cスプレー
ドライ品＞D造粒型スプレードライ品という順であった。
【００７２】
エタノール抽出の温度依存性測定と抽出特性の評価
　ここでは乾燥菌体量あたりのアスタキサンチン抽出量（A480で測定）は、平均値を用い
て抽出平衡値とした。抽出実験は遮光瓶を用いて25℃と35℃で実施した。
【００７３】
手順
i) 濃度0.1mg（乾燥菌体重量）／mL（EtOH）の各A～Dのサンプル液を30mL作製した（遮光
瓶）。
ii) 恒温槽（EYELA NTT-2000, SS1000）中で振とうさせた（speed controller メモリ3）
。このとき、測定前に溶媒を測定温度に到達させてから実験を開始した。
iii) 規定時間ごとに上澄みを採取した。振とう開始５分目から分取を開始した。
iv) 採取したサンプルをエタノール希釈し（サンプル0.1mL＋100% EtOH 0.2mL）、各サン
プルの吸光度を測定した（24ウェルプレート、１ウェル0.2 mL）。
【００７４】
　抽出率はＥ＝Ｃ／Ｃｅとした。式中、Ｃは外液（エタノール）中の抽出物濃度（A480）
であり、Ｃｅは平衡濃度（35℃、21時間後のBサンプルのA480値とした）である。
【００７５】
拡散モデルによる解析
　表面濃度一定の拡散脱着過程は拡散一定の場合、以下の級数式で表される。
【００７６】
【数６】

　式中、Dは抽出物の固体内拡散係数、Rは抽出物の半径である。固相内部の濃度をCSとし
、その平均濃度を

【数７】

とし、初期濃度（＝全抽出濃度）をＣＳ０とする。外部媒体が十分大きく、最終平衡濃度
Ｃｅが低いときは表面濃度一定の仮定は十分満足される。（１－Ｅ）を無次元時間tD/R2
に対して片対数プロットすると（１－Ｅ）＜０．８では直線となる。これは式(1)の級数
項において第一項のみが支配的となり、式(2)となるためである。
【００７７】

【数８】

【００７８】
　したがって（１－Ｅ） vs tの片対数プロットの傾きから、拡散係数Dを決定することが
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できる。便宜上、（１－Ｅ） vs tの片対数プロットの傾きをｂとし、２５℃におけるｂ
をb25と表し、３５℃におけるｂをb35と表す。
【００７９】
　本実験系では、上記傾きが総括物質移動係数ＫＳ＝Ｄ／Ｒ２に対応すると考えて解析す
る。ＫＳは拡散係数Ｄに比例するので、温度が変化しても、拡散支配機構ならば拡散係数
の温度依存性のみでＫＳが推定できると考えられる。
【００８０】
　図３～５にサンプルの抽出実験における（１－Ｅ）をtに対して片対数プロットした結
果を示す。直線近似できる領域が存在しており、最小二乗法の結果を図中に示した。溶液
中の拡散係数Ｄは絶対温度Ｔに対して以下の関係が成立する。
Ｄη／Ｔ＝一定
[式中、ηは溶液（希薄溶液では溶媒）の粘度である]
　η＝０．９１４ｍＰａ・ｓ（３５℃、３０８Ｋ）であり、η＝１．０９６ｍＰａ・ｓ（
２５℃、２９８Ｋ）であるので、Ｄη／Ｔ＝一定の関係から導かれる傾きの比b25／b35の
計算値は（０．９１４／３０８）／（１．０９６／２９８）＝０．８０７となる。図３の
傾きの比（b25／b35）は０．００２６７／０．００３３０＝０．８０９であり、実測値が
ほぼ計算値に対応する。この関係が成立するのは、抽出の拡散係数に特別な障壁（抵抗）
がない場合である。
【００８１】
　他のサンプル（スプレードライ品Ｃ、造粒型スプレードライ品Ｄ）については、必ずし
もこの関係が成立していない。また、傾き自体は抽出速度を表しており、温度が高くなれ
ば抽出速度は大きくなるとともに、Ｂドラムドライ品＞Ｃスプレードライ品＞Ｄ造粒型ス
プレードライ品の順となっている。Ａドラムドライ微粉砕品は抽出速度が非常に速く、デ
ータのばらつきが大きいため、傾きの比を算出する解析には使用しなかった。しかしなが
らドラムドライ品Ｂは上記傾きの比（b25／b35）が0.809であり理想値に非常に近いが、
そのＢよりも抽出速度が非常に速いＡドラムドライ微粉砕品は上記傾きの比がさらに理想
値に近いと考えられる。よってＡドラムドライ微粉砕品の上記傾きの比（b25/b35）は0.8
07と0.809の間にあると考えられる。
【００８２】
【表１】

【００８３】
　抽出の拡散係数についての特別な障壁とは、粒子の表面に殻のような不均一層があるよ
うな場合に、その殻を通過する際にその不均一層の抵抗を受けることをいう。逆に特別な
障壁が無いとは、粒子表面が多孔質で固液界面に不均一な層がない場合をいう。図３～５
および表１の結果からは、サンプルＢは特別な障壁がないことが分かり、サンプルＣおよ
びＤには特別な障壁があることが分かる。したがってサンプルＢは、サンプルＣおよびＤ
とは物性が異なる。またサンプルＡは抽出速度が非常に速く、サンプルＢをさらに微粉砕
したものであることから、サンプルＢと同様に抽出の拡散係数に特別な障壁がない蓋然性
が高い。そのため、サンプルＡもまた、サンプルＣおよびＤとは物性が異なると考えられ
る。
【００８４】
　本発明のドラムドライ品Ｂおよび微粉砕品Ａは、電子顕微鏡観察すると乾燥菌体粉末の
形状がシート状またはゲルが固まったような形状である。Ｂは上記のとおり抽出時のカロ
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多孔質もしくは不均一層を形成しない状態のため、生体内で消化されやすく、生体に吸収
されやすいと考えられる。Ａについても同様と考えられる。これは図１に示すように微粉
化品の生体へのアスタキサンチン吸収がよいことからも裏付けられる。これに対してＣお
よびＤは上記のとおりカロテノイド類の抽出時の拡散プロセス上に特別な障壁がみられた
。その原因としてスプレードライ品ＣおよびＤは電子顕微鏡観察すると形状が主に球状で
あり、また、短時間で急激にスプレー乾燥されることから球の表面の孔が急速に縮小し表
面硬化がもたらされていると考えることができる。その結果、生体中での消化が遅くなる
ことが考えられ、ドラムドライ品と比較してカロテノイド類（アスタキサンチン）が生体
に吸収されにくいと考えられる。
【００８５】
実施例３　鶏卵色揚げ（乾燥菌体粉末の粒径と卵黄色揚げとの間の相関関係）
　ドラムドライ乾燥品をジェットミル（株式会社セイシン企業社製）で粉砕し、平均粒径
の異なるドラムドライ微粉砕品をいくつか得た。
【００８６】
　中部飼料株式会社製の基礎飼料（マルチレイヤーＲＧ）に得られた乾燥菌体を添加し、
飼料中アスタキサンチン濃度が0.4mg/100gおよび0.8mg/100gになるように飼料を調製した
。
　産卵鶏5羽ずつ10区に分け4週間飼育した。表２を参照されたい。給餌量は100g／1日と
した。
【００８７】

【表２】

【００８８】
　給餌4週間後、各試験区から採卵し、得られた鶏卵の卵黄中のアスタキサンチン量を高
速液体クロマトグラフィーにより測定した。結果を図６に示す。
【産業上の利用可能性】
【００８９】
　本発明の製造方法により得られるカロテノイド含有乾燥菌体粉末は、家禽の卵黄の色味
強化のために、養家禽飼料に用いることができる。
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